
岡山県南部水道企業団建設工事等請負業者指名停止要綱（以下「指名停止要綱」という。）に基づき指名停止を行った業者は，次のとおりです。

なお，この公表は平成１７年４月１日以降に新たに指名停止となった業者について，指名停止の期間中掲載します。 最終更新：H24.5.7

名 称 所 在 地 停止期間 指 名 停 止 理 由 適 用 条 件

㈱大本組岡山支店 岡山市北区内山下１－１－１３ H24.05.07～ 指名停止要綱

常務執行役員支店長 叶 重信 H24.06.06 別表措置要件２－２

岡山県南部水道企業団建設工事等請負業者指名停止一覧

民間発注工事の現場内で，作業員の死亡事故が発生したため。
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